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2／社会保険あきた／2年2･3月 社会保険あきた／2年2･3月／3

全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ

10.25 
10.06 

10.05 
9.88 

9.77 9.71 

9.40

9.60

9.80

10.00

10.20

10.40

10.60

10.80

80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%

1

1

2

4

6

17

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

1

1

1

2

2

3
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全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ
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4／社会保険あきた／2年2･3月 社会保険あきた／2年2･3月／5

日本年金機構からのお知らせ全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ

健康保険 被扶養者（異動）届　国民年金 第３号被保険者関係届の添付書類
～添付書類省略となる場合の記入箇所にご注意！～

平成３０年10月１日から、「健康保険被扶養者（異動）届」の添付書類の取扱いが変更となりました。
　・日本国内にお住まいのご家族の方を被扶養者に認定する際は、証明書類に基づき「身分関係（続柄）」及び「生計維持関係」を確認の上
　　認定します。
　・一定の要件を満たしている場合には、証明書類の添付を省略することが可能となります。

添付省略の要件を満たしておらず、証明書類が添付されていない場合は、事業主様へ届書を返戻の上、証明書類の提出等を
ご案内させていただきます。

１　届出に必要な添付書類の取扱い　<チェックシート>

２．お問い合わせ

扶養認定はできません。
Q1 扶養認定を受ける方は年収130万円未満ですか。

　「60歳以上の方」・「障害厚生年金の受給要件に
　該当する程度の障害者の方」の場合は180万円未
　満ですか。
　　※収入には公的年金も含まれます。

Q2 扶養認定を受ける方は
　　被保険者と同居してい
　　ますか。

Q3 被保険者は世帯主ですか。

Q4 別居されている方は、
　　配偶者、子、孫、兄弟姉妹、
　　父母、祖父母など
　　直系尊属ですか。

①「戸籍謄本か戸籍抄本」※住民票は使用できません

①「戸籍謄本か戸籍抄本」※住民票は使用できません

①「戸籍謄本か戸籍抄本」
　または「続柄が記載された住民票」

①

次のア・イの両方に該当する場合
ア．被保険者と扶養認定を受ける方
　　それぞれのマイナンバーが届書に記載されている
イ．書類により、扶養者認定を受ける方の続柄が届書の
　　記載と相違ないことを事業主が確認し、
　　備考欄の「続柄確認済み」の□に✓を付している
　　（または「続柄確認済み」と記載している）

次のアまたはイのいずれかに該当する場合
ア．扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象者の配偶
　　者または扶養親族であることを事業主が確認し、
　　事業主確認欄の「確認」を〇で囲んでいる
イ．扶養認定を受ける方の年齢が16歳未満

仕送の事実と仕送額が確認できる書類省略は、次のアまたはイのいず
れかに該当する場合
ア．扶養認定を受ける方の年齢が16歳未満
イ．扶養認定を受ける方が16歳以上の学生

続柄の
確認

②

③

収入の
確認

（別居）

050から始まる電話でおかけになる場合は（東京）03-6837-2913
<受付時間> 月～金曜日

第２土曜日
※祝日（第２土曜日を除く）、12月29日～１月３日はご利用いただけません。

午 前８：３０～午 後７：００
午 前９：３０～午 後４：００

収入の
確認

ねんきん加入者ダイヤル（事業所、厚生年金加入者向け）

0570－007－123取扱いについてご不明な点がございましたら、
「ねんきん加入者ダイヤル」またはお近くの年金事務所へ
お問い合わせください。

②　年間収入が「130万円未満」であることを
　　確認できる課税証明書等の書類

②　年間収入が「130万円未満」であることを確認できる課税証明書等の書類

②　年間収入が「130万円未満」であることを
　　確認できる課税証明書等の書類

③　仕送りの事実と仕送額が確認できる書類
　・振込の場合…預金通帳の写し
　・送金の場合…現金書留の控え（写し）

　注意 障害・遺族年金、傷病手当金、失業給付等、非課税対象の収入が
ある場合は、受取金額の確認できる通知書等の写しの添付が必要です。

いいえ

は 

い

は 

い

は 

い

いいえ

い
い
え

いいえ は い

! !

　注意 障害・遺族年金、傷病手当金、失業給付等、非課税対象の収入がある場合は、受取金
額の確認できる通知書等の写しの添付が必要です。
! !

　注意 障害・遺族年金、傷病手当金、失業給付等、非課
税対象の収入がある場合は、受取金額の確認できる通知書
等の写しの添付が必要です。

! !

添付書類の省略ができる場合項番 目的

お問い合わせは『ねんきん加入者ダイヤル』へ！

ナビダイヤル

その取扱いは、右の表のとおりです。

・記載漏れにご注意ください。
・②収入の確認と③収入の確認の省略
　には該当要件がありますのでご注意
　ください。

「被保険者」・「扶養認定を受け
る方」ともにマイナンバーで届出
すると、添付書類を省略すること
ができます。

※　戸籍・住民票は提出日から90日以内に発行されたものを
　　ご用意ください。
※　内縁関係の場合は両人の戸籍謄本が必要です。

※　被保険者と扶養認定を受ける方との同居の確認は日本年金機構で確認します。
ただし、確認できない場合には、別途、住民票の提出を求めることがあります。

ご注意！



4／社会保険あきた／2年2･3月 社会保険あきた／2年2･3月／5

日本年金機構からのお知らせ全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ

健康保険 被扶養者（異動）届　国民年金 第３号被保険者関係届の添付書類
～添付書類省略となる場合の記入箇所にご注意！～

平成３０年10月１日から、「健康保険被扶養者（異動）届」の添付書類の取扱いが変更となりました。
　・日本国内にお住まいのご家族の方を被扶養者に認定する際は、証明書類に基づき「身分関係（続柄）」及び「生計維持関係」を確認の上
　　認定します。
　・一定の要件を満たしている場合には、証明書類の添付を省略することが可能となります。

添付省略の要件を満たしておらず、証明書類が添付されていない場合は、事業主様へ届書を返戻の上、証明書類の提出等を
ご案内させていただきます。

１　届出に必要な添付書類の取扱い　<チェックシート>

２．お問い合わせ

扶養認定はできません。
Q1 扶養認定を受ける方は年収130万円未満ですか。

　「60歳以上の方」・「障害厚生年金の受給要件に
　該当する程度の障害者の方」の場合は180万円未
　満ですか。
　　※収入には公的年金も含まれます。

Q2 扶養認定を受ける方は
　　被保険者と同居してい
　　ますか。

Q3 被保険者は世帯主ですか。

Q4 別居されている方は、
　　配偶者、子、孫、兄弟姉妹、
　　父母、祖父母など
　　直系尊属ですか。

①「戸籍謄本か戸籍抄本」※住民票は使用できません

①「戸籍謄本か戸籍抄本」※住民票は使用できません

①「戸籍謄本か戸籍抄本」
　または「続柄が記載された住民票」

①

次のア・イの両方に該当する場合
ア．被保険者と扶養認定を受ける方
　　それぞれのマイナンバーが届書に記載されている
イ．書類により、扶養者認定を受ける方の続柄が届書の
　　記載と相違ないことを事業主が確認し、
　　備考欄の「続柄確認済み」の□に✓を付している
　　（または「続柄確認済み」と記載している）

次のアまたはイのいずれかに該当する場合
ア．扶養認定を受ける方が、所得税法上の控除対象者の配偶
　　者または扶養親族であることを事業主が確認し、
　　事業主確認欄の「確認」を〇で囲んでいる
イ．扶養認定を受ける方の年齢が16歳未満

仕送の事実と仕送額が確認できる書類省略は、次のアまたはイのいず
れかに該当する場合
ア．扶養認定を受ける方の年齢が16歳未満
イ．扶養認定を受ける方が16歳以上の学生

続柄の
確認

②

③

収入の
確認

（別居）

050から始まる電話でおかけになる場合は（東京）03-6837-2913
<受付時間> 月～金曜日

第２土曜日
※祝日（第２土曜日を除く）、12月29日～１月３日はご利用いただけません。

午 前８：３０～午 後７：００
午 前９：３０～午 後４：００

収入の
確認

ねんきん加入者ダイヤル（事業所、厚生年金加入者向け）

0570－007－123取扱いについてご不明な点がございましたら、
「ねんきん加入者ダイヤル」またはお近くの年金事務所へ
お問い合わせください。

②　年間収入が「130万円未満」であることを
　　確認できる課税証明書等の書類

②　年間収入が「130万円未満」であることを確認できる課税証明書等の書類

②　年間収入が「130万円未満」であることを
　　確認できる課税証明書等の書類

③　仕送りの事実と仕送額が確認できる書類
　・振込の場合…預金通帳の写し
　・送金の場合…現金書留の控え（写し）

　注意 障害・遺族年金、傷病手当金、失業給付等、非課税対象の収入が
ある場合は、受取金額の確認できる通知書等の写しの添付が必要です。
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! !

　注意 障害・遺族年金、傷病手当金、失業給付等、非課税対象の収入がある場合は、受取金
額の確認できる通知書等の写しの添付が必要です。
! !

　注意 障害・遺族年金、傷病手当金、失業給付等、非課
税対象の収入がある場合は、受取金額の確認できる通知書
等の写しの添付が必要です。

! !

添付書類の省略ができる場合項番 目的

お問い合わせは『ねんきん加入者ダイヤル』へ！

ナビダイヤル

その取扱いは、右の表のとおりです。

・記載漏れにご注意ください。
・②収入の確認と③収入の確認の省略
　には該当要件がありますのでご注意
　ください。

「被保険者」・「扶養認定を受け
る方」ともにマイナンバーで届出
すると、添付書類を省略すること
ができます。

※　戸籍・住民票は提出日から90日以内に発行されたものを
　　ご用意ください。
※　内縁関係の場合は両人の戸籍謄本が必要です。

※　被保険者と扶養認定を受ける方との同居の確認は日本年金機構で確認します。
ただし、確認できない場合には、別途、住民票の提出を求めることがあります。

ご注意！



6／社会保険あきた／2年2･3月

日本年金機構からのお知らせ

社会保険あきた／2年2･3月／7

「わたしと年金」エッセイの受賞作品を紹介します 県内年金事務所等のお問い合わせ先および出張相談日程



6／社会保険あきた／2年2･3月

日本年金機構からのお知らせ

社会保険あきた／2年2･3月／7

「わたしと年金」エッセイの受賞作品を紹介します 県内年金事務所等のお問い合わせ先および出張相談日程



8／社会保険あきた／2年2･3月 社会保険あきた／2年2･3月／9

秋田県社会保険協会からのお知らせ

大病院受診時の特別料金について

Ｑ 　紹介状を持たずに大病院を受診すると、特別料金がか
かると聞きました。詳しく教えてください。

Ａ　　　　　紹介状を持たずに大病院を受診すると、初診
　　　　料に特別料金がかかる場合があります。この特
別料金は現在、ベッド数が400床以上の病院に対して義
務付けられ、200床以上400床未満の病院は任意となっ
ていますが、2020年4月からは200床以上の病院に義
務化が拡大される見込みです。その場合、初診料に5千
円以上の特別料金が上乗せされることになります。
　これは、質が高く効率的な医療の実現のため、大病院
と中小病院・診療所が相互に連携しながらそれぞれの特
徴を生かして異なる機能を担う「医療機関の機能分化」
という仕組みを、国が推し進めているからです。
　地域医療の窓口としての機能を担う診療所や中小病院
は、風邪などの身近な病気やけがに対応するとともに、
専門性や高度な医療の必要性に応じて、他の適切な医療
機関へ患者を紹介します。

　大病院は、診療所や中小病院からの紹介に応じて、よ
り高度かつ専門的な医療を必要とする患者を受け入れま
す。治療後、回復期に入った患者には、身近な診療所や
中小病院を紹介し、患者は回復支援・リハビリなどを受
けます。
　私たち患者が診療所や病院を適切に使い分けることで、
診療所や病院はそれぞれの機能を十分に発揮でき、それ
によって私たちは必要な医療をスムーズに受けやすくな
ります。
　救急患者は特別料金の対象外などの例外がありますが、
普段健康な人が風邪などの軽症で受診するときは、まず
は近所の「かかりつけ医」を受診しましょう。
　また、子どもの症状に応じて適切な対処の仕方や受診
する病院等のアドバイスを受けられる小児救急電話相談
「＃8000」も活用してみましょう。

「
私
と
孫
」

会員事業主の皆さまへ

旧証／有効期限2020.3.31 新証／有効期限2023.3.31

会員事業所様は契約施設を優待料金でご利用頂けます

現行の会員証は有効期限が2020年3月31日までとなっております

事業所の名称・住所等の変更の際は

会員事業所変更届

変更後（該当する欄をご記入願います）

事 業 所 名 称

事 業 所 名 称

フ リ ガ ナ

〒　　　－

電 話 番 号

事業所所在地

（必ずご記入ください） 事 業 所 記 号

社会保険協会にもご連絡をよろしくお願いします
「社会保険あきた」や各種ご案内をお送りした際に、事業所名称の変更や転居などにより、ご案内ができなくな

ってしまう場合がございます。
　大変お手数をおかけしますが、変更の際は管轄の年金事務所に手続きされるとともに、当協会にも下記によりご連
絡くださいますようお願いいたします。FAX 018-832-3681

「施設利用会員証」を発行します「施設利用会員証」を発行します

全国の社会保険協会の共同事業として、会員事業所様の従業員とそのご家族が、ホテル等の契約施設を優待
料金で利用できる「施設利用会員証」を発行しております。
ご利用を希望されます会員事業所様は、当協会のホームページから「施設利用会員証交付申請書」をダウンロ
ードしてお申し込みください。

既に会員証が交付されている事業所様には、当協会から「ピンク色の新会員証」を令和２年２月下旬までに順
次更新（郵送）する予定です。更新後の「黄色の旧会員証」は、返却いただく必要はございません。

専用Webサイトをご覧いただくためのパスワード等について

「プリンスホテル優待プラン」および「ダイワロイヤルホテルズ」「HMIホテルグループ」をご利用の方は専用
Webサイト内での予約になり、専用のログインパスワードが必要となりますが、「施設利用会員証」をお送りす
るときに、専用Webサイトのパスワード等も併せてお知らせいたします。

「施設利用会員証」を発行します



8／社会保険あきた／2年2･3月 社会保険あきた／2年2･3月／9

秋田県社会保険協会からのお知らせ

大病院受診時の特別料金について

Ｑ 　紹介状を持たずに大病院を受診すると、特別料金がか
かると聞きました。詳しく教えてください。

Ａ　　　　　紹介状を持たずに大病院を受診すると、初診
　　　　料に特別料金がかかる場合があります。この特
別料金は現在、ベッド数が400床以上の病院に対して義
務付けられ、200床以上400床未満の病院は任意となっ
ていますが、2020年4月からは200床以上の病院に義
務化が拡大される見込みです。その場合、初診料に5千
円以上の特別料金が上乗せされることになります。
　これは、質が高く効率的な医療の実現のため、大病院
と中小病院・診療所が相互に連携しながらそれぞれの特
徴を生かして異なる機能を担う「医療機関の機能分化」
という仕組みを、国が推し進めているからです。
　地域医療の窓口としての機能を担う診療所や中小病院
は、風邪などの身近な病気やけがに対応するとともに、
専門性や高度な医療の必要性に応じて、他の適切な医療
機関へ患者を紹介します。

　大病院は、診療所や中小病院からの紹介に応じて、よ
り高度かつ専門的な医療を必要とする患者を受け入れま
す。治療後、回復期に入った患者には、身近な診療所や
中小病院を紹介し、患者は回復支援・リハビリなどを受
けます。
　私たち患者が診療所や病院を適切に使い分けることで、
診療所や病院はそれぞれの機能を十分に発揮でき、それ
によって私たちは必要な医療をスムーズに受けやすくな
ります。
　救急患者は特別料金の対象外などの例外がありますが、
普段健康な人が風邪などの軽症で受診するときは、まず
は近所の「かかりつけ医」を受診しましょう。
　また、子どもの症状に応じて適切な対処の仕方や受診
する病院等のアドバイスを受けられる小児救急電話相談
「＃8000」も活用してみましょう。

「
私
と
孫
」

会員事業主の皆さまへ

旧証／有効期限2020.3.31 新証／有効期限2023.3.31

会員事業所様は契約施設を優待料金でご利用頂けます

現行の会員証は有効期限が2020年3月31日までとなっております

事業所の名称・住所等の変更の際は

会員事業所変更届

変更後（該当する欄をご記入願います）

事 業 所 名 称

事 業 所 名 称

フ リ ガ ナ

〒　　　－

電 話 番 号

事業所所在地

（必ずご記入ください） 事 業 所 記 号

社会保険協会にもご連絡をよろしくお願いします
「社会保険あきた」や各種ご案内をお送りした際に、事業所名称の変更や転居などにより、ご案内ができなくな

ってしまう場合がございます。
　大変お手数をおかけしますが、変更の際は管轄の年金事務所に手続きされるとともに、当協会にも下記によりご連
絡くださいますようお願いいたします。FAX 018-832-3681

「施設利用会員証」を発行します「施設利用会員証」を発行します

全国の社会保険協会の共同事業として、会員事業所様の従業員とそのご家族が、ホテル等の契約施設を優待
料金で利用できる「施設利用会員証」を発行しております。
ご利用を希望されます会員事業所様は、当協会のホームページから「施設利用会員証交付申請書」をダウンロ
ードしてお申し込みください。

既に会員証が交付されている事業所様には、当協会から「ピンク色の新会員証」を令和２年２月下旬までに順
次更新（郵送）する予定です。更新後の「黄色の旧会員証」は、返却いただく必要はございません。

専用Webサイトをご覧いただくためのパスワード等について

「プリンスホテル優待プラン」および「ダイワロイヤルホテルズ」「HMIホテルグループ」をご利用の方は専用
Webサイト内での予約になり、専用のログインパスワードが必要となりますが、「施設利用会員証」をお送りす
るときに、専用Webサイトのパスワード等も併せてお知らせいたします。

「施設利用会員証」を発行します
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第187回　睡眠と健康について
　「ぐっすり眠りたいのになかなか寝つけない」「寒くて朝、起きるのがつらい」「寝ているつもりなのにす
っきりせず疲れが取れない」「いつも眠い」など睡眠に関して困っている人は多いようです。睡眠は健康と深
い関りがあります。今回は良質な眠りにつくための方法をお伝えします。

保険料の納期内納入にご協力ください保険料の納期内納入にご協力ください 月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。

一般財団法人秋田県社会保険協会

★ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル

★ねんきんダイヤル（一般的な年金相談）

年金についての相談やお問合せ先
休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください

令和２年３月 令和２年４月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
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